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令 和 元 年 第 ４ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 元 年 1 2 月 ４ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。 本 日 こ こ に 、 令 和 元 年 第 ４ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 8 0 号  小 城 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 に 関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 共 団 体 の 一 般

職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ き 、

任 期 を 定 め た 一 般 職 の 職 員 を 採 用 す る た め 、 条 例 を 制

定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 1 号  小 城 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与

及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 務

員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 改 正 に 伴 い 、 会 計 年 度 任 用 職 員

の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が

あ る た め 、 条 例 を 制 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 2 号  小 城 市 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 下 水 道 事 業 を 公 営 企 業 会 計

へ 移 行 す る こ と に 伴 い 、 条 例 を 制 定 す る も の で ご ざ い
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ま す 。  

条 例 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 下 水 道 事 業 の 設

置 等 に 関 す る 規 定 の 整 備 、 附 則 に よ り 小 城 市 特 別 会 計

条 例 な ど の 改 正 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 3 号  地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治

法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 改 正 す る も の

で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 職 員 定 数 条 例 、

小 城 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例

な ど の 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 4 号  成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 の 制 限 に

係 る 措 置 の 適 正 化 等 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 で

ご ざ い ま す が 、 成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 の 制 限 に 係 る 措

置 の 適 正 化 等 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法

律 の 施 行 に 伴 い 、 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 同 法 の 中 で 地 方 公 務 員

法 及 び 児 童 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ ま し た の で 、 所 要

の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  
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 次 に 、議 案 第 8 5 号  小 城 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 令 等 の 一

部 を 改 正 す る 政 令 の 公 布 に よ り 、 住 民 票 や 個 人 番 号 カ

ー ド は 、 申 請 者 に 限 り 旧 氏 を 現 在 の 氏 と 併 記 す る 取 扱

い が 開 始 さ れ て お り ま す 。  

 ま た 、印 鑑 登 録 証 明 事 務 処 理 要 領 の 一 部 が 改 正 さ れ 、

印 鑑 登 録 証 明 書 に お い て も 、 旧 氏 併 記 が 必 要 な 場 合 が

考 え ら れ ま す の で 、 旧 氏 を 併 記 す る 申 請 者 の 印 鑑 登 録

証 明 書 に 旧 氏 を 併 記 す る た め 、 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 6 号  小 城 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及

び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で

ご ざ い ま す が 、 市 議 会 の 議 員 、 市 長 、 副 市 長 、 教 育 長

及 び 病 院 事 業 管 理 者 の 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 改 正 す る

た め 、 条 例 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 7 号  小 城 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 一 般 職 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 い 、 給 料 表 、 勤 勉 手 当

の 支 給 割 合 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 8 号  小 城 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 簡 易 水 道 事 業

を 小 城 市 水 道 事 業 へ 統 合 す る こ と に 伴 い 、 条 例 の 一 部
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を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 簡 易 水 道 事 業 に

関 す る 所 要 の 規 定 の 整 備 、 附 則 に よ り 小 城 市 簡 易 水 道

条 例 の 廃 止 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

 続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 8 9 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ６ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 か ら 、 そ れ

ぞ れ ３ 億 9 , 2 2 5 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 4 5 億 2 , 8 8 5 万 ９ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  繰 越 明 許 費 補 正 は 、「 新 公 立 病 院 建 設 事 業 」、

「 社 会 体 育 運 営 事 業 」 に つ い て 、 事 業 が 年 度 内 に 完 了

で き な い 見 込 み に な っ て お り ま す の で 、 地 方 自 治 法 第

2 1 3 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、繰 越 し す る も の で ご ざ い ま

す 。  

第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 補 正 は 、「 資 源 物 収 集 運 搬 処 理

委 託 料 」、「 牛 津 子 育 て 支 援 集 合 住 宅 購 入 費 」 を 追 加 す

る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ４ 表  地 方 債 補 正 は 、「 芦 刈 保 健 福 祉 セ ン タ ー 管 理

運 営 事 業（ 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債 ）」か ら「 商

工 施 設 災 害 復 旧 事 業 （ 災 害 復 旧 事 業 債 ）」 の 1 0 事 業 を

追 加 し 、「 災 害 弔 慰 金 支 給 事 業（ 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 ）」
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か ら 「 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 （ 災 害 復 旧 事

業 債 ）」の ４ 事 業 に つ い て 、限 度 額 を 変 更 す る も の で ご

ざ い ま す 。  

そ れ で は 、 補 正 の 主 な も の に つ い て 、 ま ず 歳 出 か ら

御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

第 ２ 款  総 務 費 で は 、 県 道 小 城 駅 千 葉 公 園 線 の 街 路

整 備 に 伴 う 市 有 地 の 物 件 移 転 等 工 事 費 な ど を 計 上 し て

お り ま す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で は 、 被 災 住 宅 応 急 修 理 支 援 に 関 す

る 費 用 や 子 ど も の 医 療 費 助 成 事 業 費 や 介 護 給 付 費 ・ 訓

練 等 の 給 付 費 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ４ 款  衛 生 費 で は 、 新 公 立 病 院 基 本 計 画 等 策 定 支

援 業 務 の 負 担 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、 被 災 農 業 者 に 対 す る 経

営 体 育 成 支 援 や 営 農 再 開 ・ 草 勢 樹 勢 回 復 等 被 害 対 策 の

補 助 金 や ア フ リ カ 豚 コ レ ラ 侵 入 防 止 の 補 助 金 な ど を 計

上 し て お り ま す 。  

第 1 0 款  教 育 費 で は 、東 京 オ リ ン ピ ッ ク 聖 火 リ レ ー

に 関 す る 費 用 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で は 、８ 月 2 7 日 か ら 2 8 日 に か

け て の 豪 雨 で 被 災 し た 農 地 ・ 農 業 用 施 設 、 林 業 施 設 、

商 工 施 設 、 市 道 、 河 川 な ど の 復 旧 費 用 を 計 上 し て お り

ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 事 務 事 業 に 伴 う 国 ・ 県 支 出 金 、
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市 債 の ほ か 、 市 税 な ど を 増 額 し 、 財 源 調 整 と し て 基 金

を 繰 入 れ す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 9 0 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に

そ れ ぞ れ ５ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 7 9 3 万 １ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 漏 水 に よ る 過 年 度 分 水

道 使 用 料 の 還 付 金 の 補 正 、 収 支 の 調 整 を 行 う た め に 一

般 会 計 繰 入 金 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 9 1 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 か ら

そ れ ぞ れ 1 , 5 3 1 万 ７ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 億 5 , 4 3 1 万 ８ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  地 方 債 補 正 は 、 農 業 集 落 排 水 事 業 の 限 度 額

を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 出 で は 、 一 般 職

の 給 与 の 改 正 に 伴 う 人 件 費 の 追 加 、市 営 浄 化 槽 事 業 費 、

企 業 会 計 移 行 事 務 費 を 追 加 し 、 農 業 集 落 排 水 事 業 費 及

び 集 団 整 備 事 業 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

歳 入 で は 、 市 営 浄 化 槽 事 業 分 担 金 及 び 公 共 下 水 道 事

業 、 農 業 集 落 排 水 事 業 の 下 水 道 使 用 料 を 追 加 し 、 公 共

下 水 道 事 業 、 農 業 集 落 排 水 事 業 、 市 営 浄 化 槽 事 業 及 び



7 

集 団 整 備 事 業 の 繰 入 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 農 業 集 落 排 水 事 業 に つ い て は 、 事 業 費 の 確 定

に 伴 い 、 補 助 金 及 び 地 方 債 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、 議 案 第 9 2 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 に そ れ ぞ れ 2 1 4 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の

総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 0 億 7 , 5 7 6 万 ５ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 国 民 健 康 保 険 制 度

に 関 す る 所 要 な シ ス テ ム 改 修 費 用 を 計 上 し 、 そ の 財 源

と し て 国 庫 支 出 金 等 を 充 て る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 9 3 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定

予 算 に そ れ ぞ れ 1 1 9 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算

の 総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ２ 億 9 , 8 5 2 万 ８

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 収 入 で は 、

給 水 工 事 申 請 の 増 加 に 伴 う 手 数 料 、 加 入 負 担 金 等 の 追

加 で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 支 出 で は 、一 般 職 の 給 与 の 改 正 に 伴 う 人 件 費 、

病 休 職 員 の 代 替 に よ る 日 々 雇 用 職 員 の 賃 金 及 び 職 員 時

間 外 勤 務 手 当 の 追 加 で ご ざ い ま す 。 ま た 、 収 支 の 調 整
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の た め 予 備 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 9 4 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）は 、収 益 的 支 出 の 既 定 予 算 に 3 3 7

万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 収 益 的 支 出 の 予 算 総 額 を

1 3 億 7 , 2 8 6 万 ２ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 給 与 改 定 及 び 人 事 異 動 等 に よ る 人 件

費 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て は 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御

審 議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げ ま し て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


